
社会福祉連携推進法人に期待される役割
について

厚生労働省 社会・援護局 福祉基盤課

R3.12.21社会福祉連携推進法人制
度施行に向けた自治体説明会

資料１



＜目次＞

１．社会福祉法人の現状

２．社会福祉連携推進法人に期待される役割について

1



１．社会福祉法人の現状
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※出典：厚生労働省福祉行政報告例（国所管は厚生労働省社会・援護局福祉基盤課調べ）

○社会福祉法人の数は、多少鈍化はしているものの、引き続き、増加している。（平成30年度→令和元年度：60件増）

社会福祉法人数の推移
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「サービス活動収益」の規模別の法人の割合

※出典：社会福祉法人電子開示システム（現況報告書（平成31年４月１日現在）等）データ
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「サービス活動収益」の規模別の法人の
割合

・ 社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムに
より、所轄庁に現況報告書等（現況報告書、計
算書類及び社会福祉充実計画）の届出を行った
社会福祉法人（20,533法人*）にあって、
『「サービス活動収益」の規模別の法人の割合』につ
いて集計した結果である。
*分類が困難なデータを含む法人は集計から除外している。

・ 1億～2億円未満（26.4%）が最も多く、次い
で、1億円未満（14.1%）、2億～3億円未満
（13.6%）と続いている。

・ また、サービス活動収益の平均は約6億円である。

サービス活動収益

平均：約6億円

（559,597,096円）

（n=20,533法人）
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○社会福祉法人の事業分野については、収益規模が5億未満の場合は約88%が単独事業分野を実施しているのに対し、20億以上の場
合は、約86%が複数の事業分野を実施している。

〇収益規模が5億未満の社会福祉法人について、児童福祉分野のみを行う法人の割合が多い。

※平成31年4月1日時点の現況報告書（福祉医療機構現況報告書開示システムより、厚生労働省福祉基盤課にて集計）
※社会福祉協議会、一部データに不備のある法人を除く。

〇 収益規模別、社会福祉事業分野別の社会福祉法人の割合
※各法人が実施している社会福祉事業について、高齢、児童、障害、その他の4分野に分けて集計 （複数の分野を実施している場合は、「複数事業」として分類）
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※出典：福祉行政報告例。ただし、社会福祉協議会・共同募金会・社会福祉事業団の件数を除く。

○ 合併認可件数（年度別）

○ 社会福祉法人の法令上の合併の手続き
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○社会福祉法人の合併認可件数は、年間１０～２０件程度で推移している。

○平成２８年の社会福祉法人制度改革において、一般財団法人を参考に、合併に関する規定の整備を行った（平成２９年４月施行）。
（※）合併契約に関する事項（記載事項、備置き・閲覧義務、承認手続等）の規定追加、合併・法人の種別（吸収合併（消滅法人・存続法人）、新設合併（消滅法人・設

立法人））毎に必要な手続の規定追加 等
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社会福祉法人の法人合併の状況



※出典：福祉行政報告例。

○ 解散認可又は認定件数（年度別）

○ 社会福祉法人は、①評議員会の決議、②定款に定めた解散事由の発生、③目的たる事業の成功の不能、
④合併（合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。）、⑤破産手続開始の決定、⑥所轄庁の解散命令 によって解散する。
（社会福祉法第46条第１項）

○ ①評議員会の決議又は③目的たる事業の成功の不能による解散は、解散の理由及び残余財産の処分方法を記載した申請書に
財産目録や貸借対照表等を添付し、所轄庁に提出し、所轄庁の認可又は認定がなければ、その効力を生じない。
※②定款に定めた解散事由の発生又は⑤破産手続開始の決定による解散の場合、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。

○ 社会福祉法人の解散認可又は認定件数は年間10件程度、解散命令件数は年間０～１件程度で推移している。

○ 解散命令件数（年度別）
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H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31・R1 R2

件数 6 15 4 8 6 16 11 9 13 11

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31・R1 R2

件数 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

社会福祉法人の解散の状況



２．社会福祉連携推進法人に期待される役割について
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（出所） 総務省「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）：出生中位・死亡中位推計」（各年10月1日現在人口）
厚生労働省「人口動態統計」
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今後の人口構造の急速な変化



（出所） 総務省「国勢調査（年齢不詳をあん分した人口）」及び「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）：出生中位・死亡中位推計」
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○団塊の世代が全て７５歳となる2025年には、75歳以上が全人口の18％となる。
○2040年には、人口は1億1,092万人に減少するが、一方で、65歳以上は全人口の約35％となる。
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日本の人口ピラミッドの変化
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２０１９年度
（令和元年度）

２０２３年度
（令和５年度）

２０２５年度
（令和７年度）

○ 第８期介護保険事業計画の介護サービス見込み量等に基づき、都道府県が推計した介護職員の必要数を集計すると、

・2023年度には約２３３万人（＋約２２万人（5.5万人/年））

・2025年度には約２４３万人（＋約３２万人（5.3万人/年））

・2040年度には約２８０万人（＋約６９万人（3.3万人/年））

となった。 ※（）内は2019年度（211万人）比

※ 介護職員の必要数は、介護保険給付の対象となる介護サービス事業所、介護保険施設に従事する介護職員の必要数に、介護予防・日常生活支援総合事業のうち

従前の介護予防訪問介護等に相当するサービスに従事する介護職員の必要数を加えたもの。

○ 国においては、①介護職員の処遇改善、②多様な人材の確保・育成、③離職防止・定着促進・生産性向上、④介護職

の魅力向上、⑤外国人材の受入環境整備など総合的な介護人材確保対策に取り組む。

注１）2019年度（令和元年度）の介護職員数約211万人は、「令和元年介護サービス施設・事業所調査」による。

注２）介護職員の必要数（約233万人・243万人・280万人）については、足下の介護職員数を約211万人として、市町村により第８期介護保険事業計画に位置付けられたサービス見込み量（総合事業

を含む）等に基づく都道府県による推計値を集計したもの。

注３）介護職員数には、総合事業のうち従前の介護予防訪問介護等に相当するサービスに従事する介護職員数を含む。

注４）2018年度（平成30年度）分から、介護職員数を調査している「介護サービス施設・事業所調査」の集計方法に変更があった。このため、同調査の変更前の結果に基づき必要数を算出している第

７期計画と、変更後の結果に基づき必要数を算出している第８期計画との比較はできない。

約
22
万
人

第８期計画期間（2021～2023） 第９期計画期間（2024～2026）
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～ ～
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32
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２０４０年度
（令和22年度）
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第８期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について



◆一方、地域の実践では、多様なつながりや参加の機会
の創出により、「第４の縁」が生まれている例がみられる

○ 人口減少が本格化し、あらゆる分野で地域社会の担い手
が減少しており、例えば、近年大規模な災害が多発する中で
災害時の支援ニーズへの対応においても課題となるなど、
地域社会の持続そのものへの懸念が生まれている

○ 高齢者、障害者、生活困窮者などは、社会とのつながりや
社会参加の機会に十分恵まれていない

〈共同体機能の脆弱化〉

○ 地域のつながりが弱くなり支え合いの力が低下するとと
もに、未婚化が進行するなど家族機能が低下

○ 経済情勢の変化やグローバル化により、いわゆる日本
型雇用慣行が大きく変化
血縁、地縁、社縁という、日本の社会保障制度の基

礎となってきた「共同体」の機能の脆弱化

⇒ 制度・分野ごとの「縦割り」や「支える側」「支えられる側」という従来の関係を超えて、地域や一人ひとりの
人生の多様性を前提とし、人と人、人と社会がつながり支え合う取組が生まれやすいような環境を整える
新たなアプローチが求められている。

◆一方、地域の実践では、福祉の領域を超えて、農業や産
業、住民自治などの様々な資源とつながることで、多様な社
会参加と地域社会の持続の両方を目指す試みがみられる

○ 日本の社会保障は、人生において典型的と考えられるリスクや課題を想定し、その解決を目的として、それぞれ現金給付や福
祉サービス等を含む現物給付を行うという基本的なアプローチの下で、公的な保障の量的な拡大と質的な発展を実現してきた。

○ これにより、生活保障やセーフティネットの機能は大きく進展し、社会福祉の分野では、生活保護、高齢者介護、障害福祉、児
童福祉など、属性別や対象者のリスク別の制度が発展し、専門的支援が提供されるようになった。

○ その一方で、個人や世帯が抱える生きづらさやリスクが複雑化・多様化（社会的孤立、ダブルケア・いわゆる8050）している。こ

れらの課題は、誰にでも起こりうる社会的なリスクと言えるが、個別性が極めて高く、対象者別の各制度の下での支援の実践に
おいて対応に苦慮している。

＜人口減による担い手の不足＞

日本の福祉制度の変遷と現在の状況
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我が国の社会の変化と今後の福祉の在り方



○ 社会福祉法人の連携・協働化の方法

① 社会福祉協議会による連携や社会福祉法人の法人間連携

・ 社会福祉協議会の役割に鑑み、社会福祉法人の連携の中核として、都道府県域での複数法人間連携による地域貢献の取組を更に推進
するなど、社会福祉協議会の積極的な活用を図っていくことが重要である。

・ 厚生労働省は、社会福祉協議会の連携の取組とも連携しながら、法人間連携を引き続き推進すべきである。

② 社会福祉法人を中核とする非営利連携法人制度の創設

・ 法人間連携の枠組みとして、社会福祉協議会を通じた連携や合併・事業譲渡があり、これらの方策についても活用できる環境の整備が重
要であるが、社会福祉法人の非営利性・公益性等を踏まえつつ、社会福祉法人を中核とする非営利連携法人制度により、既存の方策の
中間的な選択肢の創設を図るべきである。

③ 希望する法人が合併・事業譲渡に円滑に取り組めるような環境整備

・ 所轄庁が合併等の手続への知見に乏しいとの意見や、実際に法人が合併等に苦労したとの意見等を踏まえ、合併や事業譲渡、法人間連
携の好事例の収集等を行い、希望する法人向けのガイドラインの策定を進めるべきである。

・ 組織再編に当たっての会計処理について、社会福祉法人は法人財産に持分がないことなどに留意しつつ、会計専門家による検討会で整理
を進めるべきである。

○ 連携・協働化に向けた今後の課題

・ 今後、福祉サービスの質の向上のためには、本報告書で提言した手法が実際に機能するよう、厚生労働省が関係団体と協力して取り組む
必要がある。

・ 現行の社会福祉法人の資金等の取扱いについて、法人本部の運営に要する経費に充当できる範囲を拡大するべきとの意見や、法人内の
１年以上の貸付を認めるべきとの意見があり、この点については厚生労働省において、必要性、実施可能性も含めた検討を行うべきである。

我が国の社会の人口動態を見ると、2025年に向けて高齢者人口が急速に増加した後、その増加が緩やかになる。また、大都市とその郊外では高齢者が増加
する傾向にある一方で、地方では高齢者が増加せず、減少に転じる地域もみられる。さらに、担い手となる生産年齢人口の減少が2025年以降加速する。こうし
た人口動態の変化に加え、血縁、地縁、社縁といった共同体の機能の脆弱化といった社会構造の変化が起きており、子育てや介護、生活困窮など、福祉ニーズ
がますます複雑化・多様化してきている。

このため、社会福祉法人が、法人の自主的な判断のもと、地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供を可能とし、社会福祉法人の経営基盤の強化を図
るとともに、複雑化、多様化する福祉ニーズに対応する観点から、住民に身近な圏域で様々な地域づくりの活動に参画する非営利セクターの中核として、福祉分
野での専門性を生かし、地域住民の抱える様々な地域生活課題への対応を進められるようにするため、円滑に連携・協働化しやすい環境整備を図っていくべき。

社会福祉法人の事業展開等に関する検討会 報告書（概要）
社会福祉法人の事業展開等に
関する検討会
令和元年12月16日とりまとめ
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※地域共生社会：子供・高齢者・障害者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことができる社会（ニッポン一億総活躍プラン（平成28年６月２日閣議決定））

地域共生社会の実現を図るため、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な福祉サービス提供体制を整備する観点から、市町村
の包括的な支援体制の構築の支援、地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進、医療・介護のデータ基盤の整備の推
進、介護人材確保及び業務効率化の取組の強化、社会福祉連携推進法人制度の創設等の所要の措置を講ずる。

改正の趣旨

令和３年４月１日 （ただし、３②は令和３年10月１日、３③及び４③は令和２年６月12日、５は令和４年４月１日)

施行期日

改正の概要

１．地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援 【社会福祉法、介護保険法】
市町村において、既存の相談支援等の取組を活かしつつ、地域住民の抱える課題の解決のための包括的な支援体制の整備を行う、新たな事業

及びその財政支援等の規定を創設するとともに、関係法律の規定の整備を行う。

２．地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進 【介護保険法、老人福祉法】
① 認知症施策の地域社会における総合的な推進に向けた国及び地方公共団体の努力義務を規定する。
② 市町村の地域支援事業における関連データの活用の努力義務を規定する。
③ 介護保険事業（支援）計画の作成にあたり、当該市町村の人口構造の変化の見通しの勘案、高齢者向け住まい（有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住
宅）の設置状況の記載事項への追加、有料老人ホームの設置状況に係る都道府県・市町村間の情報連携の強化を行う。

３．医療・介護のデータ基盤の整備の推進 【介護保険法、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律】
① 介護保険レセプト等情報・要介護認定情報に加え、厚生労働大臣は、高齢者の状態や提供される介護サービスの内容の情報、地域支援事業の
情報の提供を求めることができると規定する。
② 医療保険レセプト情報等のデータベース（NDB）や介護保険レセプト情報等のデータベース（介護DB）等の医療・介護情報の連結精度向上のため、社会保険診
療報酬支払基金等が被保険者番号の履歴を活用し、正確な連結に必要な情報を安全性を担保しつつ提供することができることとする。
③ 社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に、当分の間、医療機関等が行うオンライン資格確認の実施に必要な物品の調達・提
供の業務を追加する。

４．介護人材確保及び業務効率化の取組の強化 【介護保険法、老人福祉法、社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律】
① 介護保険事業（支援）計画の記載事項として、介護人材確保及び業務効率化の取組を追加する。
② 有料老人ホームの設置等に係る届出事項の簡素化を図るための見直しを行う。
③ 介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る現行５年間の経過措置を、さらに５年間延長する。

５．社会福祉連携推進法人制度の創設 【社会福祉法】
社会福祉事業に取り組む社会福祉法人やNPO法人等を社員として、相互の業務連携を推進する社会福祉連携推進法人制度を創設する。

地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律（令和２年法律第52号）の概要

衆議院可決 ：令和２年５月26日
参議院可決・成立：令和２年６月５日
公布 ：令和２年６月12日
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社会福祉連携推進法人について

○ 社会福祉連携推進法人は、①社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、②地域における良質かつ適切な福祉サービスを提供するとともに、③社会福祉法人
の経営基盤の強化に資することを目的として、福祉サービス事業者間の連携方策の新たな選択肢として創設。

○ ２以上の社会福祉法人等の法人が社員として参画し、その創意工夫による多様な取組を通じて、地域福祉の充実、災害対応力の強化、福祉サービス事業に係
る経営の効率化、人材の確保・育成等を推進。
⇒ 社会福祉連携推進法人の設立により、同じ目的意識を持つ法人が個々の自主性を保ちながら連携し、規模の大きさを活かした法人運営が可能となる。

16

※ 各法人は、複数の
社会福祉連携推進法人
に参画することが可能

所
轄
庁
（
都
道
府
県
知
事
、
市
長
（
区
長
）
、

指
定
都
市
の
長
、
厚
生
労
働
大
臣
の
い
ず
れ
か
）

認
定
・
指
導
監
督

【法人運営のポイント】

○ 社会福祉連携推進区域(業務の実施地域。実施地域の範囲に制約なし。)を定め、社会福祉連携推進方針(区域内の連携推進のための方針)を決定・公表
○ 社会福祉連携推進業務の実施（以下の６業務の中から全部又は一部を選択して実施）
○ 上記以外の業務の実施は、社会福祉連携推進業務の実施に支障のない範囲で実施可（社会福祉事業や同様の事業は実施不可）
○ 社員からの会費、業務委託費等による業務運営（業務を遂行するための寄附の受付も可）
○ 社員である法人の業務に支障が無い範囲で、職員の兼務や設備の兼用可（業務を遂行するための財産の保有も可）

理事会
（理事６名以上・
監事２名以上）

社員総会
（法人運営に係る重要事項

の議決機関）

社会福祉連携推進
評議会

（3名以上）

法人の業務を執行
事業計画等への意見具申や事業の評価

（社員総会・理事会は意見を尊重）

①地域福祉支援業務 ②災害時支援業務 ③経営支援業務 ④貸付業務 ⑤人材確保等業務 ⑥物資等供給業務

・地域貢献事業の企画・立案
・地域ニーズ調査の実施
・事業実施に向けたノウハウ
提供 等

・応急物資の備蓄・提供
・被災施設利用者の移送
・避難訓練
・BCP策定支援 等

・経営コンサルティング
・財務状況の分析・助言
・事務処理代行 等

※ 介護職種に係る技能実習の監理団体
は、経営支援業務として行う

・社会福祉法人である社員に
対する資金の貸付け

※ 貸付け毎に所轄庁の認定が必要
※ 貸付け原資の提供は、原資提供社員

(社会福祉法人)の直近３カ年度の本部
拠点の事業活動計算書における当期
活動増減差額の平均額が上限

※ 貸付け原資は、社会福祉充実財産の
控除対象財産とはならない

・採用・募集の共同実施
・人事交流の調整
・研修の共同実施
・現場実習等の調整 等

・紙おむつやマスク等の物
資の一括調達

・給食の供給 等

※ 原則１社員１議決権※ 代表理事１名を選出

※ 不当に差別的な取扱いをしないなど、一定の要件を満たす場合であっ
て、社員間の合意に基づき、定款に定める場合は、異なる取扱いも可能

※ 理事及び監事の要件は、
社会福祉法人と同水準

社会福祉連携推進法人（一般社団法人を認定）

大学等福祉・介護人材養成施設への募集活動や合同説明会の開催
合同の職員研修の実施、社員間の人事交流の調整

特別養護老人ホームＢ 特別養護老人ホームＣ特別養護老人ホームＡ

（社員）

社会福祉連携推進法人

⇒学生等への訴求力の向上、福祉・介護人材
の資質向上、採用・研修コストの縮減が期待

【社会福祉連携推進法人のイメージ（介護施設における人材確保に活用する場合）】

会費等を支払い、社員として参画、社員総会において議決権を行使 社会福祉連携推進業務等を通じた便益を享受

【社員として参画できる法人の範囲】

社会福祉法人

※ ２以上の法人が参画し、参画する社員の過半数は社会福祉法人であることが必要

社会福祉事業を
経営する法人

社会福祉事業等に従事
する者の養成機関を
経営する法人

社会福祉を目的
とする公益事業を
経営する法人

※ 社会福祉連携推進区域の福祉の状況の声を反映
できる者を必ず入れる
業務に応じて、福祉サービス利用者団体、経営者
団体、学識有識者等から構成

※ 議決権の過半数は、社会福祉法人である社員が持つ



特徴

主な項目の比較

参加可能な法人
形態

参加、脱退の難易 地域 資金

緩
や
か
な
連
携

自主的な連携、
業務連携

○ 合意形成が比較的容易
○ 資金面、人事面も含めた一体
的な連携は稀。

限定なし
参加、脱退は法人の
自主的判断

限定なし
対価性がある費用以
外は法人外流出として
禁止

社会福祉協議会
を通じた連携

限定なし
参加、脱退は法人の
自主的判断

社協の圏域に限
定（都道府県、
市町村）

対価性がある費用以
外は法人外流出として
禁止

社会福祉連携
推進法人

 法人の自主性を確保しつ
つ、法的ルールに則った
一段深い連携、協働化が
可能

 連携法人と社員との資金
融通を限定的に認める

 社会福祉事業を行うこと
は不可

 社会福祉法
人その他社
会福祉事業
を経営する
者

 社会福祉法
人の経営基
盤を強化す
るために必
要な者

 参加、脱退は
原則法人の自
主性を尊重(連
携法人から貸付
を受けた法人に
ついては、社員
総会における全
員一致の決議
を必要とするこ
となどを定款に
定めることが望
ましい)

 限定なし(活
動区域は指
定）

 社員である社
会福祉法人か
ら連携法人へ
の貸付を本部
経費の範囲内
で認める

（法人レベル）
合併
(施設レベル）
事業譲渡

○ 経営面、資金面も一体になるこ
とで、人事制度も含めて一体経営
が可能
○ 経営権、人事制度の変更につな
がるため合意形成に時間を要する。
(合併は年間10件程度）

(合併）
・社会福祉法人
(事業譲渡）
・限定なし

・参加は法人の自主
的判断だが脱退は困
難

限定なし

・同一法人であれば資
金の融通は可能
・事業譲渡の資金の
融通は事例による

連
携
・
結
合
の
度
合

低

高

社会福祉連携推進法人とこれまでの連携方策との比較
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人口減少等の局面にあっても、未来へと繋がっていく地域づくりのプラットフォームへ

地域共生社会への視点

➜ 厚生労働省としても、好事例を収集し、関係者の皆様の参考となるよう、積極的な情報発信をしてまいりたい。

社会福祉連携推進法人の設立

同じ思いを持つ法人同士が連携し、創意工夫のある取組を

できるところから始めて着実に育てる

◍ 地域共生社会の実現に向け、法人の施設種別を超えた取
組を構想

経営基盤強化の必要性

◍ 人口減少、共同体機能の脆弱化といった地域ニーズの変化
に対応し、安定的にサービスを提供するため、法人の持続可能
な経営基盤の確保の方策を検討

選択肢のひとつとして

社会福祉連携推進法人に期待される役割について


